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令和元年度３月 所沢市農業委員会総会議事録 

 

 

開催日時  令和２年３月２５日 午前９時３０分～１１時４０分 

開催場所  所沢市役所５０２会議室 

議  案  議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

      議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

      議案第３号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

      議案第４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

      議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

      議案第６号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）につい

て 

 

出席委員  １番 池田 正巳   ２番 二上 英一  ３番 内野 喜昭  

      ４番 池田  稔   ５番 木下 信夫  ６番 斉藤 博之  

      ７番 川口  浩   ８番 西海 静夫  ９番 山田 茂美  

     １０番 野村 與志次 １１番 石井  進 １２番 田中 唯喜  

     １３番 本橋 与志喜 １５番 小林 澄子 １６番 福原 浩昭  

     １７番 町田 健   

      

欠席委員 １４番 新井 祥穂 

 

 

 農業委員会事務局の進行により、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定

による委員の過半数の出席があることを報告し開会。西海会長のあいさつの後、引き

続き西海会長が議長となり議事を進めた。 

 

 

議 長： 議事に入ります。 

     本日の総会の議事録署名委員に議席番号１１番 石井進委員、１２番 田

中唯喜委員を指名いたします。 

 

 

１ 議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」

事務局から説明をお願いします。 
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事務局： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は北野新町二丁目です。地目は登記、現況ともに畑

です。面積は２，７５８平方メートルです。受人、渡人、耕作面積等は議案

書に記載のとおりです。申請事由は増反によるものです。権利事由は売買に

よる所有権移転です。 

     申請番号２番、所在地は大字中富字武野原の２筆です。地目は登記、現況

いずれも畑です。面積は２筆合わせて１，３９０平方メートルです。受人、

渡人、耕作面積等は議案書に記載のとおりです。申請事由は増反によるもの

です。権利事由は売買による所有権移転です。 

     申請番号３番、所在地は大字松郷です。地目は登記、現況ともに畑です。

面積は１，０００平方メートルです。受人、渡人、耕作面積等は議案書に記

載のとおりです。申請事由は増反によるものです。権利事由は売買による所

有権移転です。 

     以上の３件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１番について、許可でよろしければ挙

手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可とします。 

     申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２番について、許可でよろしければ挙

手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番については、全会一致により許可とします。 

     申請番号３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号３番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号３番について、許可でよろしければ挙

手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３番については、全会一致により許可とします。 
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２ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 

議 長： 「議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について」事務局から

説明をお願いします。 

事務局： 「議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について」御説明いた

します。 

     申請番号１番、所在地は大字下富字駿河台の２筆です。地目は登記、現況

いずれも畑です。面積は２筆合わせて１，７１９平方メートルの内６．４９

平方メートルです。申請人は議案書に記載のとおりです。用途は営農型太陽

光発電施設です。農地区分については農用地です。申請事由は申請地に営農

型太陽光発電施設を設置するものです。これは既に設置されているもので、

平成２９年に一時転用の許可を受けたものが期間満了するため、あらためて

１０年間の一時転用の申請がされたものです。 

     以上の１件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

農用地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要件を

すべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほどお

願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

委 員： 面積が小さいのですが、支柱の面積でよろしいですか。 

事務局： そのとおりで、支柱１８０本、他にキュービクル、送電用電柱の面積の合

計となっており、パネルの面積は含まれておりません。 

議 長： 他に意見はありますか、意見がないようですので、申請番号１番について、

許可相当でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可相当とします。 

 

 

３ 議案第３号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第３号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第３号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は大字松郷です。地目は登記、現況ともに畑です。

面積は９１平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとおりです。用

途は進入路用地です。権利事由は売買による所有権移転です。農地区分につ

いては農地の一団性が１０ヘクタール以上の第１種農地と判断されます。申

請事由は申請地を買い受け宅地への進入路とするものです。なお、本件は農
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用地区域の除外案件です。 

     以上の１件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第１種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１番について、許可相当でよろしけれ

ば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可相当とします。 

 

 

４ 議案第４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

 

議 長： 「議案第４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第４号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は大字荒幡字岱谷です。地目は登記、現況ともに畑

です。面積は２５９平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとおり

です。用途は住宅用地です。権利事由は使用貸借権の設定です。農地区分に

ついては農地の一団性が１０ヘクタール未満の第２種農地と判断されます。

申請事由は申請地を父から借り受け、自己用住宅を建築するものです。 

     申請番号２番、所在地は糀谷です。地目は登記、現況ともに畑です。面積

は５３平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとおりです。用途は

住宅用地です。権利事由は使用貸借権の設定です。農地区分については農地

の一団性が１０ヘクタール以上の第１種農地と判断されます。申請事由は申

請地を母から借り受け、自己用住宅を建築するものです。 

     以上の２件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１番について、許可相当でよろしけれ

ば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 
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委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第１種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号２番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２番について、許可相当でよろしけれ

ば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番については、全会一致により許可相当とします。 

 

 

５ 議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

 

議 長： 「議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」事務局

から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」御説明

いたします。 

     申請番号１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，７２１平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月

７日から令和４年４月６日までの２年間です。 

     申請番号２番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，７９８平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月

７日から令和４年４月６日までの２年間です。 

     申請番号３番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野一丁目の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆合わせて

３，０３７平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間

は令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間です。 

     申請番号４番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は２６７平方メートルです。

以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号５番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は５９６平方メートルです。

以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号６番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，０１７平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月

１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号７番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで
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す。所在地は大字中富字月野原の１０筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は１０筆合わせて１２，１０２平方メートルです。以前からの賃貸借契約

を更新するもので、契約期間は令和２年４月１日から令和５年３月３１日ま

での３年間です。 

     申請番号８番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで

す。所在地は大字中富字月野原の３筆です。現況地目はいずれも畑で、面積

は３筆合わせて２７２平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新する

もので、契約期間は令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間

です。 

     申請番号９番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで

す。所在地は大字中富字月野原の７筆です。現況地目はいずれも畑で、面積

は７筆合わせて１，６４５平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新

するもので、契約期間は令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３

年間です。 

     申請番号１０番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字霞ケ台です。現況地目は畑で、面積は１，２７８

平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令

和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間です。 

     申請番号１１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字中富字月野原の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて１，９３６平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、

契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号１２番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字中富字月野原です。現況地目は畑で、面積は３３１平方メートル

です。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和２年４月１日から

令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号１３番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字神米金字内出の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は２筆合わせて１，９７３平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号１４番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字北岩岡字林前の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は２筆合わせて２，５４７平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号１５番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は所沢新町の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて２，５１５平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契

約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号１６番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字駿河台の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面
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積は２筆合わせて２，０００平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更

新するもので、契約期間は令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの

１年間です。 

     申請番号１７番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下富字月見原の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて２，０４５平方メートルです。１筆は以前からの使用貸借契約を更

新するもので、もう１筆は新規に使用貸借契約を結ぶものです。契約期間は

２筆とも令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号１８番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字月見原です。現況地目は畑で、面積は５９２平方

メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和２年４月１

日から令和１２年３月３１日までの１０年間です。本申請地は戦前からの小

作人契約をしていましたが、今回解除して新規に利用権を設定したことから、

契約期間は１０年間と長くなっております。 

     申請番号１９番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字辨天です。現況地目は畑で、面積は１，５２５平

方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和２年４月

１日から令和１２年３月３１日までの１０年間です。本申請地は戦前からの

小作人契約をしていましたが、今回解除して新規に利用権を設定したことか

ら、契約期間は１０年間と長くなっております。 

     申請番号２０番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字上山口字東峰です。現況地目は畑で、面積は９０９平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和２年４月

１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号２１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下新井字南程久保の４筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は

４筆合わせて４，７１９平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新

するもので、契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２

年間です。 

     申請番号２２番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字松郷の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて３，００３平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するも

ので、契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号２３番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字本郷字東上の３筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は３筆合

わせて３，２８２平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新するも

ので、契約期間は令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間で

す。 

     申請番号２４番、受人、渡人、貸借料は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字本郷字東上の３筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は３筆合わ

せて４，６０５平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期
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間は令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号２５番、受人、渡人、貸借料は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字本郷字大波の４筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は４筆合わ

せて１，７７１平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期

間は令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号２６番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字亀ケ谷字大光の４筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は４筆

合わせて３，５７６平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、

契約期間は令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２７番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字南永井字岾野です。現況地目は畑で、面積は２，１００

平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和２年４

月１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２８番、受人、渡人、貸借料は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字南永井字岾野です。現況地目は畑で、面積は２，０７５平方メート

ルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和２年４月１日から

令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２９番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字南永井字南一本木です。現況地目は畑で、面積は 2,614

平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令

和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号３０番、受人、渡人、貸借料は議案書に記載のとおりです。所在

地は三ケ島五丁目の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆合わせ

て５，７７８平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間

は令和２年６月１日から令和８年５月３１日までの６年間です。なお、本案

件は農地中間管理機構を利用した契約を予定していることから、開始日が２

か月後の６月からとなっております。 

     以上の３０件です。 

議 長： 申請番号１番、２番ですが、関連しますので一括で審議してよろしいでし

ょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： それでは、申請番号１番、２番について審議します。地区担当の意見をお

願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番、２番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１番、２番について、決定でよろしけ

れば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番、２番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 
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委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号３番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号３番について、決定でよろしければ挙

手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号４番、５番、６番ですが、関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号４番、５番、６番について審議します。地区担当の意見をお願い

します。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号４番、５番、６番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号４番、５番、６番について、決定でよ

ろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号４番、５番、６番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号７番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号７番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号７番について、決定でよろしければ挙

手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号７番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号８番、９番ですが、関連しますので一括で審議してよろしいでし

ょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号８番、９番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号８番、９番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号８番、９番について、決定でよろしけ

れば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号８番、９番については、全会一致により決定とします。 
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     申請番号１０番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１０番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１０番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１０番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１１番、１２番ですが、関連しますので一括で審議してよろしい

でしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１１番、１２番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１１番、１２番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１１番、１２番について、決定でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１１番、１２番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１３番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１３番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１３番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１４番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１４番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１４番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１４番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１５番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ
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ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１５番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１５番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１５番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１６番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１６番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１６番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１６番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１７番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１７番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１７番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１７番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１８番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１８番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１８番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１８番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１９番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１９番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号１９番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 
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議 長： 申請番号１９番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２０番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２０番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２０番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２０番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２１番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２１番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２１番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２２番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２２番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２２番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２３番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２３番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２３番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２４番、２５番ですが、関連しますので一括で審議してよろしい

でしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２４番、２５番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 
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委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２４番、２５番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２４番、２５番について、決定でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２４番、２５番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２６番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２６番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２６番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２６番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２７番、２８番ですが、関連しますので一括で審議してよろしい

でしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２７番、２８番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２７番、２８番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２７番、２８番について、決定でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２７番、２８番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２９番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２９番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号２９番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２９番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号３０番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当
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該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号３０番について、意見はありますか。 

     意見がないようですので、申請番号３０番について、決定でよろしければ

挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３０番については、全会一致により決定とします。 

 

 

６ 議案第６号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）について 

 

議 長： 「議案第６号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）につい

て」事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第６号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）につい

て」御説明いたします。 

     平成２１年１２月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令

で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部について、これらの面

積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これ

を公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積として

設定できることになりました。 

     「農業委員会の適正な事務実施について」（２０経営第５７９１号平成２

１年１月２３日付け農林水産省経営局長通知）が、平成２２年１２月２２日

付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積（別段の面積）の設定

又は修正の必要性について審議することとなっています。 

     このため、令和２年度の下限面積（別段の面積）の設定について以下のと

おり提案いたします。 

     （１）農地法施行規則第１７条第１項について、方針としましては、現行

の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行いません。理由としまして

は、令和２年３月１１日現在において、市内の農家で５０アール以上の農地

を耕作している農家が全農家数の４割を超えているためです。 

     （２）農地法施行規則第１７条第２項について、方針としましては、現行

の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行いません。理由としまして

は、令和元年度の農地法第３０条の規定に基づく利用状況調査の結果、令和

２年３月１１日現在、市内の指導対象農地率は、１パーセント以下と低い現

状であるためです。 

議 長： 事務局から農地法第３条の規定による下限面積についての説明と現行の下

限面積５０アールの変更は行わない旨の提案がありましたが、皆さんの意見

を伺います。意見はございますか。 

委 員： 意義なし。 

議 長： 意見がないようですので、現行の下限面積５０アールの変更は行わないと

する事務局提案でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： それでは、「議案第６号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面
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積）について」は、全会一致により現行どおり５０アールとします。 

 

 

４ 報告事項について 

 

議 長： 報告事項について事務局から報告をお願いします。 

事務局： 報告事項について御報告いたします。 

     「報告事項１ 農地法第３条の３第１項による所有権移転の届出につい

て」は、３件の届出がありました。 

     「報告事項２ 農地法第４条の規定による届出について」は、２件の届出

がありました。 

     「報告事項３ 農地法第５条の規定による所有権移転の届出について」は、

１３件の届出がありました。 

     「報告事項４ 農地法第５条の規定による貸借権設定の届出について」は、

１件の届出がありました。 

     「報告事項５ 農地法第５条の規定による許可申請の取下願について」は、

２件の取下願がありました。 

     「報告事項６ 農地法第１８条の規定による合意解約の通知について」は、

１件の通知がありました。 

     以上です。 

 

議 長： 以上で、すべての議事を終了します。 

 

 池田会長職務代理者により閉会した。 

 


